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日本の高齢者介護政策における介護概念の変遷 

The transition of care conception in the Japanese care policy 
 

木下 寿恵 

Toshie Kinoshita 

 

摘  要 

 我が国における高齢者介護概念は、何であるのか。近年、高齢者介護政策は高齢者人口と

認知症高齢者の急激な増加に伴い、大きく変化してきている。介護福祉士として介護に従事

し介護福祉士養成教育に携わる者として、介護概念をどのように捉え理解するかは 大の命

題である。 

我が国の高齢者介護政策における介護概念が転換した時期によって、「生活保護行政が主で

あり、要介護高齢者が意識されていない時期」「高齢者福祉施設の設立と必要性が唱えられた

時期」「居宅処遇の原則と施設処遇の改善が唱えられた時期」「在宅介護にシフトする中で、

保健・医療・福祉の連携の必要性が認識された時期」「高齢者の自立支援と生活の継続性が重

視された時期」「介護を世帯単位から個人単位へと捉え直した時期」「高齢者の尊厳を支える

ケアを重視する時期」の 7 つに時期区分し、第二次世界大戦後における日本の高齢者介護に

関する政策について、「その政策・法律の趣旨や目的」「その政策・法律における介護概念や

介護理念の捉え方」といった２つの視点から分析していく。 

 

 

序 章 高齢者介護政策における介護概念の捉え方 

 日本の高齢者介護政策における介護概念は、第二次世界大戦以前からの家族による扶養意

識に依存し、一貫して家族による介護を前提として形成されてきた。 

 終戦直後の時期には、戦後の荒廃した社会情勢と連合国軍総司令部（以下 GHQ）による

占領統治政策によって、戦後復興と社会福祉事業の再編が優先されたため、この時期には高

齢者介護という概念は形成されていない。その後、1950 年に社会保障制度審議会から出され

た「社会保障制度に関する勧告」において老齢者ホームの設置が指摘され、1963 年の老人福

祉法制定により老人福祉施設が体系化された。1970 年の中央社会福祉審議会による「老人問

題に関する総合的諸施策について」で初めて、居宅処遇の原則と介護ニーズの多様性・普遍

性が唱えられるようになり、老人ホームを「収容の場」から「生活の場」へと捉えるように

なった。介護概念は、保健・医療・福祉の連携や高齢者の自立支援と尊厳の確保、生活の継

続性などの理念が唱えられるようになり、広がっていった。 

 以下、日本の高齢者介護政策における介護概念が転換した時期によって、「生活保護行政が
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主であり、要介護高齢者が意識されていない時期」「高齢者福祉施設の設立と必要性が唱えら

れた時期」「居宅処遇の原則と施設処遇の改善が唱えられた時期」「在宅介護にシフトする中

で、保健・医療・福祉の連携の必要性が認識された時期」「高齢者の自立支援と生活の継続性

が重視された時期」「介護を世帯単位から個人単位へと捉え直した時期」「高齢者の尊厳を支

えるケアを重視する時期」の 7 つに時期区分し、第二次世界大戦後における日本の高齢者介

護に関する政策について、「その政策・法律の趣旨や目的」「その政策・法律における介護概

念や介護理念の捉え方」といった２つの視点から分析していく。 

 

Ⅰ． 生活保護行政が主であり、要介護高齢者が意識されていない時期（1945～1950 年） 

（1）1945 年「救済福祉に関する件」 

 第二次世界大戦後、日本は GHQ による占領統治下に置かれた。1945 年 12 月 8 日、GHQ

より日本帝国政府に対して覚書「救済および福祉計画の件」（SCAPIN404）が出され、1946

年１月から 6 月にかけての「失業者及びその他貧困者に対する食糧、衣料、住宅、医療、金

融的援助、厚生措置を与えるべき詳細かつ包括的計画」を、1945 年 12 月 31 日までに GHQ

に提出するように日本帝国政府に命じた。この覚書への回答として、同年 12 月 31 日に、日

本帝国政府は GHQ 宛に「救済福祉に関する件」という文書を提出した。 

 「救済福祉に関する件」において、「救済福祉に関しては、その事由の如何を問わず現に生

活困窮なる国民全部を対象として、その 低生活は保障することを目途」１）としている。ま

た、この段階では「介護」という用語は使用されていないが、「精神的又は身体的欠陥その他

の理由により生活困窮なる者」を「援護の対象」とし、「①食糧の補給、②衣料その他の生活

必需物資の給与、③住居の確保、④療養の扶助、⑤生業の指導斡旋、⑥金銭の給付」の 6 点

を「援護の方法」として捉えている。 

 

（2）1946 年「生活保護法」制定 

 日本帝国政府による覚書「救済福祉に関する件」に対して、GHQ は 1946 年 2 月 27 日、

覚書「公的扶助（Public Assistant）」（SCAPIN775）において、①保護の無差別平等、②

保護の国家責任の明確化、③ 低生活の保障の三原則を指令した。この三原則に則り、同年

4 月、日本帝国政府は GHQ に生活保護法案要綱を提出し、GHQ の承認を得て 5 月に閣議決

定し、帝国議会の審議の後、10 月から施行した。 

 1946 年制定の生活保護法２）では、第１条において「生活の保護を要する状態にある者の

生活を、国が差別的又は優先的な取扱をなすことなく平等に保護して、社会の福祉を増進す

ること」を目的として明記している。第 6 条において「保護施設」を生活保護法に基づく施

設と定め、戦前からあった養老院は保護施設へと名称変更された。第 11 条において「①生

活扶助、②医療、③助産、④生業扶助、⑤葬祭扶助」を「保護の種類」と規定している。 
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（3）1950 年「生活保護法」制定 

 1949 年 9 月 13 日に出された社会保障制度審議会勧告「生活保護制度の改善強化に関する

件」３）において、1946 年に制定された生活保護法について「現行の生活保護法の採ってい

る無差別平等の原則を根幹とし、これに次に述べる原則並びに実施要領により改善を加え、

もって社会保障制度の一環としての生活保護制度を確立すべき」であると勧告している。こ

の勧告では、「(1)国はすべての国民に対してこの制度の定めるところにより、その 低生活

を保障する。国の保障する 低生活は健康で文化的な生活を営ませ得る程度のものでなけれ

ばならない、(2)他の手段により 低生活を営むことのできぬものは当然に公の扶助を請求し

得るものであるという建前が確立されねばならぬ、（3）保護の欠格条項を明確にしなければ

ならない」という 3 原則を明示している。 

この勧告を受けて生活保護法は作り直され、1950 年 5 月 4 日公布した。同年に制定され

た生活保護法４）では、第 1 条において「日本国憲法第 25 条に規定する理念に基づき、国が

生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その 低

限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」を目的として明記している。第

38 条に基づく「保護の施設」の種類は、1946 年の生活保護法におけるそれに比べて増え分

化し、養老施設、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の 6 種類と

なった。救護法における養老院にあたる施設が養老施設であり、養老施設には原則として 60

歳以上で、老衰のため独立して生活することができず、困窮のため 低限度の生活が維持で

きない者が収容された。また、養老施設、救護施設、更生施設、授産施設の 4 種類の施設で

は、「身体上または精神上の理由に基づいて保護等」を行なっていた。保護の種類としては、

新たに教育扶助と住宅扶助を加え、「①生活扶助、②教育扶助、③住宅扶助、④医療扶助、⑤

出産扶助、⑥生業扶助、⑦葬祭扶助」の 7 種類を定めた。 

 以上のように、1945 年から 1950 年制定の生活保護法までの時期には、生活保護の施設と

種類が拡充された。1950 年制定の生活保護法においては、「60 歳以上で、老衰のため独立し

て生活することができず、困窮のため 低限度の生活が維持できない者」を収容する養老施

設が規定されたが、その対象は非常に限定的であり、介護という枠組みでは捉えていない。 

 

 

Ⅱ． 高齢者福祉施設の設立の必要性が唱えられた時期（1950～1960 年） 

（1）1950 年「社会保障制度に関する勧告」 

1950 年 10 月 16 日に、社会保障制度審議会より「社会保障制度に関する勧告」が出され

た。この勧告は、「憲法（25 条）の理念と社会的事実の要請に答えるためには、1 日も早く

統一ある社会保障制度を確立しなくてはならぬと考える。いわゆる社会保障制度とは疾病、

負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接

公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって
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低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての

国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにする」５）との趣旨に基

づいている。また、「第 4 編社会福祉 第 2 節福祉の措置」６）において、「援護」という用語

を用いて、高齢者に関する介護の必要性について指摘している。具体的には、「1．市町村長

は、老衰のため独立して日常生活を営むことの困難な被扶助者を養老施設に収容（収容の委

託を含む以下同じ）して、これを援護する。ただし、これは、自宅における援護が困難であ

る場合においてのみ行うべきである。2．市町村長は、身体上又は精神上著しい欠陥がある

ために独立して日常生活を営むことの困難な被扶助者は救護施設に収容してこれを援護し養

護及び補導を必要とする者は更生施設により、就業能力の限られている者は授産施設によっ

て、出来うる限りその自立を図る必要がある」としている。あわせて、「老齢のため独立して

日常生活を営むことができない者で、適当な扶養家庭のない者のために、国及び地方公共団

体は、老齢者ホームを設けこれらの人々の便宜を図る必要がある」と指摘している。 

 

（2）1963 年「老人福祉法」制定 

 1963 年 7 月 11 日に制定された老人福祉法７）は「老人の福祉に関する原理を明らかにする

とともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、

もって老人の福祉を図ること」（第 1 条）を目的としている。そして、制定当初においては、

「老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として敬愛され、かつ、健全で安らか

な生活を保障されるものとする」ことを基本的理念として掲げている。 

 また、第 11 条「老人ホームへの収容等」３項において、「65 歳以上の者であって、身体上

又は精神上著しい欠陥があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受け

ることが困難なものを当該地方公共団体の設置する特別養護老人ホームに収容し、又は当該

地方公共団体以外の者の設置する特別養護老人ホームに収容を委託すること」とし、初めて

「介護」という用語を用いて、常時の介護が必要な者のための入所施設が特別養護老人ホー

ムであることを明示している。そして、第 12 条において、老人家庭奉仕員による世話とし

て在宅高齢者介護について以下のように示している。「身体上又は精神上の障害があって日常

生活を営むのに支障がある老人の家庭に家庭奉仕員（老人の家庭を訪問して老人の日常生活

の世話を行なう者をいう）を派遣してその日常生活上の世話を行なわせる」としている。 

 同法において初めて、「介護」とは「身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに

支障がある者への日常生活上の世話」を意味し、「介護を必要とする高齢者」が「身体上又は

精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある 65 歳以上の者」であることが概念と

して示された。そして、同法に基づく老人福祉施設として、養護老人ホーム、特別養護老人

ホーム、軽費老人ホームおよび老人福祉センターが規定された。 

 以上のように、1950 年に出された社会保障制度審議会勧告では「援護」という用語を用い

てはいるが、その後の 1963 年に制定された老人福祉法においては「介護」の枠組みと対象
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はすでに示されている。この時期に、高齢者介護に関する概念は明確になった。 

 

 

Ⅲ． 居宅処遇の原則と施設処遇の改善が唱えられた時期（1970～1981 年） 

（1）1970 年「老人問題に関する総合的諸施策について」 

 1970 年 11 月 25 日に、中央社会福祉審議会より「老人問題に関する総合的諸施策につい

て」という答申が出された。この答申は、「われわれは、今、この高齢化社会の到来をさける

ことができない事実として受け止め、これに備えなければならない時期を迎えている」とし

て、「来るべき高齢化社会に備え豊かな老後を迎えるために必要な方策のうち、一応、昭和

50 年を目途として当面必要な対策」をとりまとめることを趣旨としている。 

 「第 3 章住宅と施設」の「対策 第 2 節老人福祉施設 2 老人福祉施設体系及び機能の再

検討」において、「現行老人ホームは、前述の 4 種類の施設（養護老人ホーム、特別養護老

人ホーム、軽費老人ホームおよび有料老人ホーム、筆者加筆）から構成されているが、その

体系は主として、経済状態に着目して構成されている。しかし、老人福祉対策が老人個人の

需要にもとづき実施される傾向にかんがみ、施設体系も老人の心身の状態に応じた体系に転

換する必要がある。また、従来の給食サービスを含めた収容主義から老人の健康状態に対応

し、住宅性を強めた多様性をもった施設体系が築かれる必要がある」８）と指摘している。さ

らに、「第 4 章居住老人サービス」においては居宅処遇が原則であるとして、居住対策と多

様なサービスの必要性について以下のように指摘している。「従来老人福祉施設のウェイトは、

施設収容におかれ、居住対策はかなりおくれを生じている。老人の大部分は、在宅において

様々な形態で生活しており、また、事情の許すかぎり居宅において、家族、近隣の暖かい理

解のもとに生活を営むことが、老人自身のニードであるとともに、より多くの幸せをもたら

すものであるから、今後においては、施設対策とともに居宅処遇を原則とした老人の需要の

多様性に応じたサービスのあり方が、家庭、地域社会、政府等の各面から早急に検討され、

必要な対策が講ぜられる必要がある」９）としている。 

 この答申において、老人福祉施設の捉え方が収容の場から居住性を考慮した場へと転換し、

福祉サービスのあり方も施設収容から居宅処遇へと重心が移行した。 

 

（2）1972 年「老人ホームのあり方に関する中間意見」 

  1972 年 12 月 23 日に、中央社会福祉審議会老人福祉専門分科会より「老人ホームのあ

り方に関する中間意見」10）が出された。「第１ 老人ホームの施設体系のあり方について」

では、「現在の老人ホームの体系には、沿革的に低所得を対象とする施設が含まれており、保

護施設的色彩が色濃く残っている。しかし、今後年金制度の成熟が進行するに伴い、老人ホー

ムの居住性が高く、かつ、老人の心身機能状態に応じた手厚い福祉ケアーを充足できるもの

に変化すべきである。老人ホームを『収容の場』から『生活の場』へと高め、福祉ケアーと
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しての老人の心身機能に応じた内容と、個々のプライバシーを重んずる一般の住居水準に劣

らない内容とを有するようにすべきであろう」と指摘している。また、「第２ 老人ホームの

設備・構造のあり方について」では、「老人ホームの体系が老人の心身機能に応じて再構成さ

れるに伴い、老人ホームの設備・構造も、濃厚な介護を要する老人のためのホームとかなり

の介護を要する老人のためのホームの２種類に区分して設置されるべきである」としている。 

 この中間意見においても、中央社会福祉審議会答申「老人問題に関する総合的施策につい

て」と同様に、老人ホームを「収容の場」から「生活の場」へと捉え直している。 

 

（3）1977 年「今後の老人ホームのあり方について」 

 1977 年 11 月 21 日に、同専門分科会より出された「今後の老人ホームのあり方について」

建議では、老人ホームの施設体系のあり方や老人ホーム機能の地域開放および老人ホームに

おける医療処遇の問題についても、検討を加えている。 

老人ホームの施設体系のあり方については、「第１ 老人ホームのあり方」において、心身

機能によって老人を 3 つの類型に分類した上で、その老人類型に基づいて 3 つに分類してい

る。老人の 3 つの類型では、「常時濃厚な介護を要する老人」を「第１類型の老人」、「心身

機能の低下により独力で日常生活に適応することが困難な老人で、第１類型以外のもの」を

「第２類型の老人」とし、「独力で日常生活に適応することが可能な老人」を「第３類型の老

人」として分類している。そして、この老人類型に基づいて、老人ホームの体系についても

「特別養護老人ホーム」「養護老人ホーム」「一般老人ホーム」の３つに分類している。「特別

養護老人ホーム」は「現在の特別養護老人ホーム」に相当するもので、「居宅において養護を

受けることが困難な第１類型の老人について福祉の措置を行なう施設」としている。「養護老

人ホーム」は「現在の養護老人ホームと性格及び機能が異なったもの」であるとし、「居宅に

おいて養護を受けることが困難な第２類型の老人について福祉の措置を行なう施設」として

いる。そして、「一般老人ホーム」は「第３類型の老人のための施設」とし、環境上・経済上

の理由により居宅での生活が困難な者については「現在の軽費老人ホーム」が、その他の老

人については「有料老人ホーム」が対応するとしている。 

 この建議において、「常時濃厚な介護を要する」状態は「心身機能の低下により独力で日常

生活に適応することが困難な」状態であるとしている。 

 

 

Ⅳ． 在宅介護にシフトする中で、保健・医療・福祉の連携の必要性が認識された時期 

（1981～1989 年） 

（1）1981 年「当面の在宅老人福祉対策のあり方について」 

 1981 年 12 月 10 日に、中央社会福祉審議会より「当面の在宅老人福祉対策のあり方につ

いて（意見具申）」が出された。この意見具申は、「来るべき本格的な高齢者社会の到来は、
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後期老年層の老人が確実に増大するという基本認識のもとに、国は長期的観点から在宅福祉

対策の飛躍的な推進に努める必要がある」とし、「在宅老人福祉対策のうちでも、今日 も国

民各層からその充実が求められているのが、虚弱老人等に対する福祉対策であり、その政策

分野に審議の重点を置く」11）ことを趣旨としている。 

「第１ 在宅老人福祉対策の現状と今後の方向」では、「今後は、たとえ心身上の障害を有

する場合であっても、家族、友人、知人等の人間関係を保持しながら、現在の住みなれた地

域の中で生活を維持することを希望する老人の福祉ニーズを勘案して、まず居宅処遇で対応

することを原則とし、それが困難な場合に老人ホームに入所するという積極的な在宅福祉対

策を確立することが必要である」12）としている。また、「第５ 当面改善すべき在宅老人対

策について」の「老人家庭奉仕員派遣事業」では、「現行の家庭奉仕員派遣事業は、所得税非

課税世帯に属する虚弱老人を派遣対象として運用されている。しかし、一般市場で自由に購

入することが困難なこの種の福祉サービスに対するニーズは、所得税課税世帯にも共通に認

められるものである」13）として、介護は所得の多寡によらず普遍的なニーズであるとしてい

る。 

 

（2）1985 年「老人福祉の在り方について」 

 1985 年 1 月 24 日に、社会保障制度審議会より「老人福祉の在り方について(建議)」が出

された。この建議において、「老人福祉政策を抜本的に見直し、新しい考え方のもとにこれを

推進することが緊急の課題である」14）とし、「これからの老人福祉政策は、一部の低所得者

を対象とする対策では時代の要請に十分に応えることができないという認識のもとに、自立

とノーマライゼーションという考え方を基本理念にすえ、また、できる限り地方分権と住民

参加を図る」15）ことを趣旨としている。 

「第 2 要援護老人のための対策」において、介護・援護の対象として「重介護を要する

老人とは、老衰や障害の著しい老人、失禁の状態にある老人、症状が重い痴呆性老人など、

常時他人の介護がなければ日常生活を営めないような老人」16）とし、「一般の要援護老人と

は、重介護を要する老人以外の要援護老人」17）としている。そして、「そもそも、重介護を

要する老人にはいわば医療面のサービスと福祉面のサービスが一体として提供されることが

不可欠であるので、この際、両施設を統合し、それぞれの長所を持ちよったいわば中間施設

ともいうべき新しい形の介護施設として制度化することを真剣に検討する必要があると考え

る」18）としている。 

この建議において初めて、高齢者福祉政策に自立とノーマライゼーションを基本理念にす

えるべきであることが指摘されており、高齢者に関する介護概念に自立とノーマライゼー

ションの理念が注入された。また、介護対象については具体的には規定されていないが、重

介護を要する高齢者にとっては、福祉サービスのみならず医療サービスも不可欠であるとの

認識が示されている。 
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（3）1986 年「長寿社会対策大綱」 

1985 年７月、内閣に 17 大臣から成る「長寿社会対策関係閣僚会議」が設置された。第１

回会議で、長寿社会対策をより一層総合的かつ効果的に推進するために「長寿社会対策大綱」

を策定することが決定され、「人生 50 年時代に形成された既存の諸制度、諸慣行を見直し、

人生 80 年時代にふさわしい経済社会システムに転換する」19）との趣旨に基づいて、1986

年 6 月 6 日に「長寿社会対策大綱」が策定された。 

 「3．健康・福祉システム」において、「疾病や心身機能の衰えに対しては、日常的な健康

管理サービスから専門的かつ高度のサービスに至るまで、ニーズに応じて必要な保健医療

サービス及び介護サービスを受けることができるようサービス供給体制を確立し、老後生活

の不安の解消を図る。その際、家族の負担の軽減を図りつつ、可能な限り住み慣れた地域社

会でサービスの提供を受けることができるよう、地域の相互扶助を促進しつつ、地域におけ

るサービス供給体制の体系的な整備を図る」20）としている。 

 この大綱においても、保健医療サービスと介護サービスの供給体制を住み慣れた地域社会

に確立することを指摘している。 

 

（4）1986 年「老人保健施設についての考え方」 

 1986 年 10 月に、厚生省より「老人保健施設についての考え方」という文書が出された。

この文書において、「要介護老人対策は長寿社会に向けての緊急の課題となっている」とし、

「寝たきり老人等のためには、医療ニードと生活ニードの両方に応える施設が求められてい

るが、現状では、これらのニードに対応できず、家庭の大きな負担となり、『社会的入院』と

いう形で病院に入院している状況にある。老人保健施設は、こうした国民的要請に応えて、

寝たきり老人等にふさわしいサービスを提供するものとして創設する」21）との趣旨に基づい

て、対象やサービス内容等についてまとめられている。 

 

（5）1989 年「介護費用の社会的負担制度のあり方を求めて」 

 1989 年 3 月 31 日に、全国社会福祉協議会より「介護費用の社会的負担制度のあり方を求

めて(介護費用の社会的負担制度のあり方検討委員会中間報告書)」が出された。この中間報

告書は、「今後ますます増大する要介護者の介護費用を、誰が、どのように負担すべきか、そ

の現状と課題を明らかにしたうえで、基本的考え方を整理し、あるべき対応を探ること」を

目的として、本格的議論の基礎資料としてまとめられたものである。 

「Ⅲ介護における公私の役割分担」の「2.『介護』に関する定義」において、介護の範囲

について以下のように定義している。「『介護』という場合には、中心的にはおそらく『ねた

きり状態』および『痴呆状態』にある高齢者を念頭におき、その高齢者が日常生活を過ごす

のに必要としながらも、自分だけでは不十分となってしまう各種サービスを指すものと定義

できるだろう。代表的なものとしては、そうした高齢者が要する食事に関するサービス（給
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食・食事の際の世話）、入浴に関するサービス、排泄にともなうサービス（排泄の際の世話）、

その他日常動作にともなう世話等があげられるが、その内容はここにあげたものに留まらな

い。また、少し範囲を広げるならば、『ねたきり状態』『痴呆状態』になくとも、虚弱な高齢

者の場合には、また、ある程度健康であっても、高齢であるのに単身で暮らしている高齢者

の場合には、そうした『介護』の適用対象にはいってくるかもしれない」22）としている。介

護の範囲について示しているものは、この中間報告書が初めてである。 

 

（6）1989 年「高齢者保健福祉推進十ヵ年戦略」 

 1988 年 10 月 25 日、厚生省と労働省により出された「長寿・福祉社会を実現するための

施策の基本的考え方と目標について」において、2000 年度を目処とした具体的なサービスの

整備目標量が示された。ここで示された数値目標をたたき台として、「高齢者保健福祉推進

十ヵ年戦略（以下、ゴールドプラン）」が策定された。 

 「ゴールドプラン」は、1989 年 12 月、厚生・大蔵・自治の三大臣合意という形で策定さ

れた。この「ゴールドプラン」では、「高齢化社会を国民が健康で生きがいをもち安心して生

涯を過ごせるような明るい活力ある長寿・福祉社会」とするため、高齢者の保健福祉の分野

における公共サービスの基盤整備を進めることを趣旨としている。「ゴールドプラン」では、

「長寿・福祉社会を実現するための施策の基本的考え方と目標について」で示した整備目標

を上回る数値が掲げられたが、介護の基本理念や対象、内容については示されていない。 

 以上のように、1985 年から 1989 年までに、保健と医療と介護の連携は必要不可欠である

との認識は深まり、医療と介護の中間施設として老人保健施設が創設された。 

 

 

Ⅴ． 高齢者の自立支援と生活の継続性が重視された時期（1994 年） 

（1）1994 年「新たな高齢者介護システムの構築を目指して」 

 1993 年 10 月に厚生大臣の私的懇談会として「高齢社会福祉ビジョン懇談会」が設置され、

1994 年 3 月 28 日に「21 世紀福祉ビジョン～少子・高齢社会にむけて～」と題する報告書を

まとめた。この中で、今後の社会福祉の方向について、年金・医療・福祉の割合を現行の「5：

4：1」から「5：3：2」へと転換していくことや、高齢者介護については新ゴールドプラン

を策定し 21 世紀に向けて新しい介護システムを構築していくことなどを提言している。 

 そして、同年 7 月に、同報告書で示された高齢者介護に関する基本的な論点や考え方につ

いて検討を行なうことを目的に、厚生大臣の私的懇談会として「高齢者介護・自立支援シス

テム研究会」が設置され、同年 12 月には「新たな高齢者介護システムの構築を目指して」

と題する報告書をまとめた。この報告書では、今後の高齢者介護の基本理念として「高齢者

が自らの意思に基づき、自立した質の高い生活を送ることができるように支援すること、つ

まり『高齢者の自立支援』」23）であり、かつての介護は高齢者の「 後を看取る介護」であっ
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たが、今日の介護は高齢者の「生活を支える介護」であるとしている。 

また、「第３章新介護システムのあり方」において、在宅サービスと施設サービスともに「高

齢者の生活の質の維持・向上を図ること」を基本目標としている。在宅サービスでは、「高齢

者が必要とする介護サービスを、必要な日に、必要な時間帯に、スムーズに受けられ、一人

暮らしや高齢者のみ世帯の場合であっても、希望に応じ、可能な限り在宅生活が続けられる

ような生活支援を行っていく必要がある。特に、重度の障害を持つような高齢者や一人暮ら

しで介護が必要な高齢者の場合には、24 時間対応を基本とした在宅サービス体制を整備する

必要がある」24）としている。施設サービスでは、「高齢者の個別性に配慮し、全人的なニー

ズを踏まえたケアプランに基づき、質の高いケアを提供することが求められている。また、

高齢者の生活の継続性の尊重という観点からは、施設における生活は、できる限り在宅での

生活に近いものであることが望まれる」25）としている。そして、介護を必要とする高齢者に

対する施設として、特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群、老人病院（入院医

療管理病院）を挙げている。 

この報告書において、今日の高齢者介護は家族が全てを担えるような水準を超えていると

し、介護リスクを普遍的に捉えている。その上で、独居高齢者や高齢者単独世帯であっても

在宅生活が続けられるような生活支援が必要であるとしている。 

 

（2）1994 年「高齢者保健福祉推進 10 ヵ年戦略の見直しについて」 

 1994 年 12 月 18 日、「高齢者保健福祉推進十か年戦略」を全面的に見直し、高齢者介護対

策の充実を図るために、厚生・大蔵・自治３大臣合意により「高齢者保健福祉推進 10 か年

戦略の見直しについて（新ゴールドプラン）」が策定された。1999 年度末までの整備目標と

して、「当面緊急に行なうべき高齢者介護サービス基盤の整備目標の引き上げ等」を示した。 

 また、「今後取り組むべき高齢者介護サービス基盤の整備に関する施策の基本的枠組み」で

は、基本理念として「全ての高齢者が心身の障害をもつ場合でも尊厳を保ち、自立して高齢

期を過ごすことのできる社会を実現していくため、高齢期 大の不安要因である介護につい

て、介護サービスを必要とする人誰もが、自立に必要なサービスを身近に手に入れることの

できる体制を構築する」とし、具体的に①利用者本位・自立支援、②普遍主義、③総合的サー

ビスの提供、④地域主義の４点を挙げている。 

 

 

Ⅵ． 介護を世帯単位から個人単位へと捉え直した時期（1995～1997 年） 

（1）1995 年「社会保障制度の再構築」 

 社会保障制度審議会は、1994 年９月８日に第二次報告を、1995 年７月４日に勧告を出し

ている。 

 1994 年 9 月 8 日に公表した第二次報告では、「社会保障制度の中でも高齢者・障害者の介
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護や育児などへの支援は、年金や医療に比べて著しく遅れており、今後の人口高齢化・少子

化の中で、この分野での施策の充実に重点的に取り組むことが大切である」との基本認識を

示している。そして、「３ 21 世紀へ向けての社会保障各制度等の見直し（３）介護保障の

確立」では、介護保障について「寝たきりなど生活上手助けを必要とする人とその手助けを

行なう家族の生活を守るために、その者が必要とする介護サービスを負担能力に妨げられず

に受けられることを保障し、加えて、供給量と質的水準の確保を行う公的施策である」26）

と述べている。 

 また、1995 年 7 月 4 日勧告「社会保障制度の再構築」では、勧告序文において、この勧

告を「社会的激変が展開し進行しようとしている 20 世紀末の状況を見すえ、21 世紀の社会

保障のあるべき姿を構想し、今後我が国社会保障体制の進むべき途を提示したもの」27）と位

置づけている。そして、取り残されてきた大きな問題は社会福祉に関わる問題であるとし、

「心身に障害をもつ人々、高齢となって家族的あるいは社会的介護を必要とする人々などに

対する生存権の保障は、従来ともすると 低限の措置にとどまった。今後は、人間の尊厳の

理念に立つ社会保障の体系の中に明確に位置づけられ、対応を講じなければならない」28）

としている。社会保障制度を整備していくにあたっては、①普遍性、②公平性、③総合性、

④権利性、⑤有効性の 5 原則を明示している。 

さらに、「第 2 章 21 世紀の社会に向けた改革 第 2 節改革の具体策」の「2 介護の不安を

解消するために」では、「今後介護保障制度を確立していくことは、国民に健やかで安心でき

る生活を保障する上で も緊急かつ重要な施策である」29）とし、介護サービスを行なう人材

の確保や介護施設の整備などサービス供給体制の整備が必要であるとしている。社会福祉施

設については、「収容施設から生活施設へ転換し、在宅と同じような環境に近づける必要があ

り、個室化、介護職員の配置定数の改善等を積極的に進めることが肝要」30）であり、「今後、

在宅福祉サービスの充実が図られるとしても、地域の福祉サービスの拠点として、施設はま

すます重要な役割を果たしていくものと考えられる」31）としている。 

この勧告において、戦後における個人主義の進展による家族介護の限界に触れ、「社会保障

制度はできるものについては世帯単位から個人単位に組み替えることが望ましい」が、一方

では「社会保障制度は、個々人を基底とすると同時に、個々人の社会的連帯によって成立す

るもの」との見解を示し、このような見解に基づいて、公的介護保険の必要性を唱えている。 

 

（2）1997 年「介護保険法」制定 

 1995 年 2 月から、厚生大臣の諮問機関である老人保健福祉審議会において、高齢者介護

について本格的審議が開始された。同年 7 月 26 日にまとめられた「新たな高齢者介護シス

テムの確立について」と題する中間報告では、高齢者介護の基本理念として「高齢者自身の

希望を尊重し、その人らしい、自立した質の高い生活が送れるよう、社会的に支援していく

こと」32）としている。また、基本的な考え方としては、高齢者介護に対する社会的支援体制
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を整備すること、利用者本位のサービス体系を確立すること、社会連帯により介護費用を確

保することが挙げられている。さらに、1996 年 1 月 31 日に出された「新たな高齢者介護制

度について（第二次報告）」と題する報告では、介護給付の対象として、新たに 24 時間対応

を視野に入れた巡回サービスと痴呆性高齢者のためのグループホームを提唱し、サービスの

水準に関しては、「新ゴールドプランを踏まえつつ、全国を通じて確保すべき新しい制度にふ

さわしい水準」として、具体的に「要介護高齢者等に対するサービスモデル」が示された。

同年 4 月 22 日には、「高齢者介護保険制度の創設について」と題する 終報告が出され、新

たに保険者、被保険者、介護保険料、公費負担、利用者負担等制度の基本的なあり方に関し

て、審議会で出された考え方が整理された。この 終報告を受けて、介護保険制度の創設に

向けた政府・与党部内における検討が本格的に開始され、介護保険法案として国会に提出さ

れ、1997 年に成立した。 

介護保険法は、「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、

入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する

者等について、これらの者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができる

よう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行なうため、国民の共同連帯

の理念に基づき介護保険制度を設け、その行なう保険給付等に関して必要な事項を定め、もっ

て国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ること」（第 1 条）を目的としている。 

介護対象については、「介護保険法」第７条「定義」において「要介護者」「要支援者」が

定義されている。「要介護者」とは、「１．要介護状態にある 65 歳以上の者、２．要介護状

態にある 40 歳以上 65 歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上

の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの（以下、

特定疾病）によって生じたものであるもの」としている。また、「要支援者」とは、「１．要

介護状態となるおそれがある状態にある 65 歳以上の者、２．要介護状態となるおそれがあ

る状態にある 40 歳以上 65 歳未満の者であって、その要介護状態となるおそれがある状態の

原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの」としている。 

介護の範囲については、「介護保険法」第７条｢定義｣において、「要介護状態」が定義され

ている。「要介護状態」とは、「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事

等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間

（６ヶ月）にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必

要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分（要介護状態区分）のいずれかに該当するもの」

としている。この記述から、介護の範囲は、「入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本

的な動作」を示していると考える。 
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Ⅶ． 高齢者の尊厳を支えるケアを重視する時期（1999 年～） 

（1）1999 年「今後 5 か年の高齢者保健福祉施策の方向－ゴールドプラン 21－」 

1999 年 12 月 19 日、新ゴールドプランが 1999 年度で期間終了した後の高齢者保健福祉施

策の一層の充実を図るため、厚生・大蔵・自治３大臣合意により「今後５か年の高齢者保健

福祉施策の方向－ゴールドプラン 21－」が策定された。プランの期間は 2000 年度から 2004

年度までの５か年とし、各地方公共団体の介護保険事業計画に基づいて 2004年度の介護サー

ビス提供の見込量を示した。また、プランの基本的な目標として、①活力ある高齢者像の構

築、②高齢者の尊厳の確保と自立支援、③支え合う地域社会の形成、④利用者から信頼され

る介護サービスの確立の４点を挙げている。 

「1 プランの基本方向」の「Ⅱ高齢者の尊厳の確保と自立支援」において、「在宅福祉を基

本理念として、必要な介護サービス基盤の整備を進めるとともに、介護サービスの質の確保

には特に配慮する。これにより、高齢者自らの意思に基づき、自立した生活を尊厳を持って

送ることができ、家族介護者への支援が図られる環境づくりを推進する。また、特に重要性

が増している痴呆性高齢者への取組みを重点的に進める」33）と明記している。 

そして、今後取り組むべき具体的施策として、「多くの高齢者の希望に応え、可能な限り在

宅で自立した日常生活が営めるよう、在宅サービスを重視するとともに、必要な施設整備に

努める」34）としている。施設処遇についても、「特別養護老人ホームについて、寝かせきり

防止など、可能な限り要介護度の改善を図り、在宅への復帰を進めるとともに、生活の質を

改善する観点から、小集団単位（グループケアユニット）による処遇環境の整備を推進。ま

た、同様に、老人保健施設のリハビリテーション機能の充実及び介護療養型医療施設の療養

環境の改善を推進」35）するなど質的に改善するとしている。 

このプランにおいて、認知症高齢者について重点的に取り上げ、高齢者に関する介護概念

として「尊厳を確保すること」が重要であると捉えている。 

 

（2）2003 年「2015 年の高齢者介護～高齢者の尊厳を支えるケアの確立について～」 

 2003 年３月、厚生労働省老人保健局長の私的研究会として「高齢者介護研究会」が設置さ

れ、６月 26 日に「2015 年の高齢者介護～高齢者の尊厳を支えるケアの確立について～」と

題する報告書をまとめ、老人保健局長に報告した。 

 この報告書では、「引き続き人口の急速な高齢化が進むことを踏まえ、高齢者介護のあり方

を中長期的な視野でとらえる必要があることから、わが国の高齢化にとって大きな意味を持

つ『戦後のベビーブーム世代』が 65 歳以上になりきる 2015 年までに実現すべきことを念頭

に置いて、これから求められる高齢者介護の姿を描くこと」36）を趣旨としている。そして、

「これからの高齢社会においては『高齢者が尊厳をもって暮らすこと』を確保することが

も重要であることから、高齢者がたとえ介護を必要とする状態になっても、その人らしい生

活を自分の意思で送ることを可能とすること、すなわち『高齢者の尊厳を支えるケア』の実
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現を目指すこと」37）を基本に据えている。 

私たちが目指すべき高齢者介護とは、「介護が必要となっても、自宅に住み、家族や親しい

人々と共に、不安のない生活を送りたいという高齢者の願いに応えること、施設への入所は

後の選択肢と考え、可能な限り住み慣れた環境の中でそれまでと変わらない生活を続け、

期までその人らしい人生を送ることができるようにすることである」38）とし、「在宅サー

ビス利用から施設入所に至る過程を通じて、生活の連続性とケアの連続性が確保されている

ようにすること」39）としている。そして、施設においてのケアについて、「入所者一人一人

の個性と生活のリズムを尊重した介護（個別ケア）」を行なうこととしている。また、今後要

介護者に占める痴呆性高齢者数が多くなること、精神上の障害による要介護状態についての

取り組みは遅れているとの認識から、新しいケアモデルとして痴呆性高齢者ケアの確立と普

遍化の必要性を挙げ、「痴呆性高齢者ケアは、高齢者のそれまでの生活や個性を尊重しつつ、

高齢者自身のペースでゆったりと安心して過ごしながら、心身の力を 大限に発揮した充実

した暮らしを送ってもらうことができるよう、生活そのものをケアとして組み立てていくも

のである」40）としている。 

 

 

Ⅷ. 日本の高齢者介護政策における介護概念の特徴 

 以上の分析から、日本における高齢者介護政策における介護概念について、以下の 3 点が

明確になった。 

 まず第一に、日本において「家族介護が見込めない状況にある高齢者の存在を認識した時

期」と「家族介護を前提としないという認識を明確化した時期」との間に、あまりにも大き

な時間差があったことが明らかになった。国としては、すでに 1956 年の厚生白書において、

家族による介護が困難な状況が存在することを把握していたにもかかわらず、1994 年に「高

齢者介護・自立支援システム研究会」より出された報告書「新たな高齢者介護システムの構

築を目指して」において、「重度の障害を持つような高齢者や一人暮らしで介護が必要な高齢

者の場合には、24 時間対応を基本とした在宅サービス体制を整備する必要がある」と指摘す

るまで、家族による介護を暗に前提として政策が考えられてきた。二つの認識の間には、実

に 38 年もの時間が経過している。 

 第二に、日本の高齢者介護政策はその介護概念が転換した時期により、７つに区分できる

ことが明らかになった。1945 年から 1949 年の新生活保護法制定までの時期は、第二次世界

大戦後の荒廃した社会情勢と GHQ による占領統治政策によって、戦後復興と社会福祉事業

の再編が 優先され、高齢者介護は明確な形で取り上げてはいなかった。その後、1950 年に

社会保障制度審議会より出された「社会保障制度に関する勧告」において、老齢者ホームの

設置を指摘し、1963 年に制定された老人福祉法において、４種類の老人福祉施設を設置し、

この時期には高齢者福祉施設の必要性が認められ現実化した。1970 年の中央社会福祉審議会
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による「老人問題に関する総合的諸施策について」から 1981 年の同審議会による「当面の

在宅老人福祉対策のあり方について（意見具申）」までの時期に、居宅処遇の原則が前面に打

ち出されるようになり、在宅介護に対するニーズは所得の多寡によるものではないといった

「介護ニーズの多様性と普遍性」が認識された。そして、高齢者福祉施設における処遇につ

いても、老人ホームを「収容の場」から「生活の場」へと捉えるようになった。1981 年の同

審議会による「当面の在宅老人福祉対策のあり方について（意見具申）」において、虚弱老人

に対する福祉対策の重点が置かれるようになり、1985 年の社会保障制度審議会による「老人

福祉の在り方について」以降、重度の介護を必要とする高齢者は医療サービスも不可欠であ

るとし、保健・医療・福祉の連携の必要性が認識されるようになった。1994 年に出された「新

たな高齢者介護システムの構築を目指して」と「高齢者保健福祉推進十ヵ年戦略の見直し」

において、「高齢者の自立支援」と「生活の継続性」を基本理念とし、高齢者介護は「生活を

支える介護」であると捉えるようになった。1995 年から 1997 年の時期には、公的介護保険

制度の必要性が示され、介護を個々人の社会的連帯によって支えることが必要であると捉え

られるようになった。そして、1999 年に策定された「今後５か年の高齢者保健福祉施策の方

向―ゴールドプラン 21―」以降、認知症高齢者について重点的に取り上げ、高齢者の尊厳を

確保することが重要視されるようになってきている。 

 第三に、日本の高齢者介護政策における介護に関する理念は、世界の社会福祉思想・理念

による影響を受け、少しずつ変化してきていることが明らかとなった。世界の社会福祉思想・

理念のひとつであるノーマライゼーションの理念は、1950 年代後半以降のバンク－ミケルセ

ンやベンクト・ニイリエが提唱し 1981 年の国際障害者年へと結実した。また、1970 年代に

ジャーメインとギッターマンらが提起した「人と環境の相互作用の機能不全から生活問題が

生じる」という生活モデル概念は、2001 年の WHO による ICF（国際生活機能分類）の生

活と障害の概念へと発展した。さらに、1982 年に採択された「高齢化に関する国際行動計

画」における 62 の勧告と 1991 年に採択された「高齢者のための国連原則」が与えた影響も

大きい。特に、「高齢者のための国際原則」では、①自立（independence）②参加（participation）

③介護（care）④自己実現（self-fulfilment）⑤尊厳（dignity）の 5 原則について、その用

語の定義を明示している。 

日本の高齢者介護政策は、1985 年に社会保障制度審議会から出された建議「老人福祉の在

り方について」以降、1994 年の「新たな高齢者介護システムの構築を目指して」、1999 年策

定の「今後 5 か年の高齢者保健福祉施策の方向―ゴールドプラン 21―」から 2003 年の「2015

年の高齢者介護～高齢者の尊厳を支えるケアの確立について～」に至るまで、ノーマライゼー

ションや自立、尊厳などの理念を提唱してきた。しかしながら、「ノーマルな生活とは何か」

「自立とはどのような状態なのか」「尊厳ある生活とはどのような生活なのか」という具体的

な概念については、制度政策では示されてはいない。また、入所施設の設備及び運営基準に

おいても、ノーマルで尊厳のある生活が保障されているとはいえない状態であり、理念と提

供している生活実態との間には大きな乖離が存在しているといえる。 
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